














① 乳業側食中毒事件と東京都(報告)

1 はじめに

乳業側大阪工場製造のf低脂肪乳j等を原因とする食中毒事件は、平成 12年 6月27日に最初の

届出がなされて以降、報告のあった有症者数は 14，780名に達し、近年例をみない大規模食中毒事件とな

った。

本事件は、最終的に 乳業開大樹工場で製造された脱脂粉乳が本食中毒の原因であったと判断さ

れたが、調査の過程で当該工場のずさんな衛生管理の実態が次々と明らかになっていった。そのため厚

生省は、 7月 3日全国の自治体に対し、乳処理施設等の一斉点検を行うよう通知した。

東京都は、厚生省通知に基づきー 乳業側A工場の点検を実施した結果、総合衛生管理製造過程の

変更届が提出されていないラインを発見したため、必要な措置を行った。

今回、その概要をまとめたので報告する。

2事件の経緯

会東京都、食園、 0 他自治体、・ 乳業闘の動き

!低脂肪乳』を喫食した大阪市内の 1家族が曜吐、下痢等の食中毒様の症状を呈している旨
6/27 

医療機関から大阪市保健所に届出

6/30 0 和歌山市衛生研究所が、患者の飲み残し品から黄色ブドウ球菌毒素遺伝子を検出

• 乳業側の発表

7/1 
-自主検査で当該品の製造に使用した仮設ラインの逆流防止弁か色黄色ブドウ球菌が検出

-当該仮設ラインは、臨時で当該品の製造時にのみ使用したもの

-逆流防止弁の説浄は、 3週間行われていなカミった{記者会見時に、社内の不一致カ糟j明)

0 大阪府立公衆衛生研究所が、患者の飲み残し晶から、黄色プドウ球菌毒素

7/2 
(エンテロトキシンA型)を検出

0 大阪市は本件を食中毒事件として、当該施設に対し営業禁止処分

0 大阪府警が業務上過失傷害の疑いで当該施設を捜査

7/3 *厚生省は、全国の自治体に対し、乳処理施設等の一斉点検について通知

0 大阪市は、 乳業側大阪工場から「新たなトラブル対象商品Jがある旨の報告を受け、新たに

乳飲料2種類を回収命令措置

7/4 女東京都

.7月3日付通知に基づく調査を実施(7月4日から7月7日)

このうち、 i乳業側A工場において変更の届出がなく、洗浄記録もないラインが判明

7/5 
合東京都

.' 乳業側A工場における当該{来届け}ラインの使用自粛査指導するとともに、その旨を公表

7/6 • 乳業闘は、A工場の牛乳・加工乳・乳飲料の生産を自主的に休止

0 静岡市の調査で、 l乳業側静岡工場において変更の届出がなく、洗浄記録もないラインが判

7/7 明。静岡市は、同ラインの使用自粛を指導するとともに、その旨を公表
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0 神奈川県の調査で、 乳業開神奈川工場においてCIP洗浄を手洗浄に変更している設備があ

ることを確認。衛生状態に特に問題がなかったことから、神奈川県では、ラインの使用自粛は求め

7/7 ず、標準手順書及び洗浄記録の作成を指導

会東京都

.7月5日に収去した加工乳の検査結果の一部が判明(エンテロトキシン陰性)し、その旨を公表。 乳業側が問題の逆流防止弁から分離した菌について、大阪市環境科学研究所が精査して

7/8 いたところ、黄色プドウ球菌ではないことが劃明

• 乳業側A工場は、当該貯乳タンクを撤去

*厚生省は、第1回 i乳業食中毒事故対策本部会識を開催

0 大阪市の検査で「のむヨーグルトt j、『のむヨーグルト・ 」から黄色ブドウ球菌毒素

(エンテロトキシンA型)を検出

7/10 
台東京都

-引き続き検査中であった加工乳の検査結果が判明し(問題なし)、その旨を公表

.・ 乳業側A工場における自粛指導を解除

-南多摩保健所及び食品環境指導センターは、， 見業側A工場が操業再開のための準備作業を

開始したため、全工程の機器類の洗浄・殺菌を確認

• 乳業開は、既に操業を自粛している大阪工場を除き、その他の直営工場 20ヶ所について、自

主的な検査結果判明まで操業を自粛する旨発表

7/11 
安東京都

-乳処理施置における衛生管理状況の一斉点検の最終結果を公表

-南多摩保健所及び食品環境指導センターは、 i乳業側A工場の原料受け入れから充填工程ま

でを確認

;乳業側近議工場が製造した学校給食用牛乳に、異臭・異味の苦情があり、同社は同日製造さ

れた22万 2000本を自主回収ぐ 乳業聞大阪工場が製造していた学校給食用牛乳を代替え製造

7/12 
していた)

安東京都

-南多摩保健所は、 |乳業側A工場の加工乳のテスト生産工程を確認するとともに、 乳業本

社の発表どおり出荷予定製品の製造が行われていないことを確認

7/13 
会東京都

-南多摩保健所は、 乳業側A工場のテスト生産品の自主検査結果を一部確認

7/14 *厚生省は、第2@]i 見業食中毒事故対策本部会識を開催

台東京都

7/18 -南多摩保健所は、 乳業側A工場に対し、全工程の確認結果に基づく改善指摘事項を文書通

知

安東京都

7/24 -南多摩保健所!ま、 乳業側A工場のテスト生産品の自主検査結果(ヱンテロトキシン陰性)を確

認

7/27 女厚生省は、 4 札業側A工場に対し立入り調査を実施

7/28 女厚生省は、 見業開A工場に対し立入り調査を実施
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7/28 0 大阪市は、厚生省に対し、現時点で考えられる発生要因について報告

8/2 
*厚生省は、 乳業開A工場における原料取扱上の問題点を指摘

• !乳業開A工場は、生産再開に向けて第二次テスト生産を開始

8/3 
*厚生省は、第3回 乳業食中毒事故対策本会議を開催(再発防止策等について検討)

• 乳業側A工場は、厚生省に対して原料取扱に関する確約書を提出

8/4・
女 東京都

-南多摩保健所は、 乳業側A工場の第二次テスト生産品の自主検査結果を確認

8/7 • l乳業側A工場が営業生産を再開

8/9 
女 東京都

-南多摩保健所は、 乳業側A工場から、 7月 18日通知に基づく改善計画書を受理

*厚生省は、大阪市から、 乳業聞大樹工場で製造された脱脂粉乳の一部から黄色ブドウ球菌毒

棄が検出されたことが大阪府警の調査で判明したとの連絡を受けたことから、本件について公表

8/18 
*厚生省は、原料製造施設である北海道に対し、当該施設の調査の実施及び、同ーの原料の流通先

である関係自治体{埼玉県、大阪市、神戸市、福岡市)に対し原料等の調査を指示

0 大阪市は、大阪府警から連絡のあった原料(脱脂粉乳)の一部から黄色プドウ球菌毒素が検出さ

れたことについて公表

8/19 0 北海道は、大阪市の調査依頼を受け、 19目、 20日に 乳業開大樹工場の立入調査を実施。

0 北海道は、 乳業側大樹工場に関する調査結果(停電事故により、異常な温度帯で原乳が長

時間滞留等)を公表

8/23 *厚生省は、北海道的の報告を受け、本件について公表するとともに、全国の自治体に対し、脱脂粉

乳製造施設において同様な事例発生の有無の確認及E芥衛生管理の徹底について指導を実施するよ

う通知

8/29 *厚生省は、「第1回加工乳等の再利用等に関する有識者懇蔽会Jを開催、実態調査を行うことを決定

*厚生省は、『第1回総合衛生管理製造過程に関する評価検討会jを開催

8/30 0 大阪府警は、 t 乳業(株)本社(東京都新宿区)及び西日本支社(大阪市北区)を業務上過失

致傷の疑いで家宅捜索

9/20 0 大阪市は、 |乳業中毒事件の調査結果(中間報告)を公表

12/8 *厚生省は、加工乳等の再利用等に関する有識者懇談会の結果を公表

12/25 0 大阪市は、 !乳業食中毒事件の原因究明調査結果(最終報告)を公表

3 I乳業側A工場に対する点検結果

7月 4f3， ' 乱業開A工場に対し、南多摩保健所、食品環境指導センター、獣医衛生課が立入調査

したところ、総合衛生管理製造過程の厚生大臣承認の申請書に記載のないラインを発見した。(‘ 乳業

開A工場製造ライン概略図参照)

加工乳の充填工程で、ライン上に残った乳等(戻り乳)を保管する、 2基の戻り乳タンクのほかに、

HACCPプランには入っていない、戻り乳一時保管タンク(パイプとパルプも含む)を発見した。

・当該タンクは、 CIP(定置洗浄〉対応ではなく、手洗浄である。

2日に 1回洗浄することになっているが、記録をとっていない。

-厚生省通知:管内の乳処理業に対し、製造ラインを調査し、手洗浄を行っているラインの有無、
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洗浄に関する作業手願書及び記録の有無等を確認すること。

【 乳業側A工場製造ライン概略図】

|屋外|

原料乳

タンク

30トン

戻り乳タンク

殺菌機

:総合衛生管理製造過程の申請書にない戻り乳一時保管タンク(刈プとパルプも含む)1
4東京都の対応

戻り乳一時保管タンクは、目視検査で不衛生な状況を認めなかったが、南多摩保健所は洗浄記録がな

く衛生状態の確認ができないことから、使用中止を指導した。

同時に、当該タンクを使用して製造した加工乳等 8品目 10検体について、安全確認のため黄色プドウ

球菌エンテロトキシン等の検査を実施した。

検査結果はすべて陰性であり、衛生上の問題は認められなかったが、 乳業側は、検査結果が判明

するまで同工場の牛乳・加工乳・乳飲料の生産を自主的に休止していたため、生産ラインの再開にあった

って HACCPマエュアルの確実な履行を確認するため現地指導を行った。その際、当該タンクが自主的に

撤去されていることも確認した。

〔監視体制) 3涯体制(南多摩保健所4名、食品環境指導センター1名、獣医衛生課 1名)

〔スケジュール〕

7月 10日 12時から 18時 全工程の機器類の洗浄・殺菌を確認【3斑】

原料乳受け入れ、直前の機器殺菌、
4時から 8時

7月 11日 加工乳・乳飲料の調合を確認(テスト品)【2班】

8時から 12時 殺菌、貯乳、充填工程の確認(テスト晶)【2班】

7月 12日 8時から 10時 加工乳の殺菌、充填工程の確認(テスト品)[1班】

7月 13日 11時から 12時 自主検査結果の確認
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-事件の公表

① 7月5日「乳処理施設における衛生管理状況の一斉点検の途中結果についてj

!乳業側A工場において戻り乳タンク 3基のうち 1基について、当該 1基の洗浄に関する作業

手順書及び洗浄(手洗浄)の記録のないことを確認し、当該タンクの使用中止を指導した。

② 7月7日f 乳業A工場の加工乳等の検査結果についてj

安全確認のため、当該タンクを使用して製造した加工乳等 10検体の検査をしているが、検査項目

のうち、黄色プドウ球菌エンテロトキシン等の検査結果が陰性と判明した。

③ 7月 10日r 乳業A工場の加工乳等の検査結果について(第2報)J

検査を行った加工乳等の全ての検査結果が判明し、衛生上の問題は認められなかった。

@ 7月 11日f乳処理施設における衛生管理状況の一斉点検の最終結果について』

i乳業側A工場を除く都内乳処理施設については、衛生上の問題はなかった。

5措置

南多摩保健所は、 |乳業側A工場に対し、①全般的事項、②受乳及び貯乳工程に関する事項、③調

合工程に関する事項、④殺菌工程に関する事項、⑤充填工程に関する事項、⑥記録帳票類に関する事

項、⑦その他の事項について不適事項を指摘し、改善の指導を行った。

6おわりに

j乳業側大阪工場による食中毒事件に端を発し、保健所では、夏季対策事業の真っ只中の 7月 4

日から8月 9日までの約一ヶ月間、 A工場の対応に追われた。

当初、 乳業側A工場では大阪工場と違い食中毒の発生はなかったものの、当初、加工乳等の収去

検査の結果が判明するまで製造を自粛した。その後、加工乳等に衛生上の問題のないことを確認した7月

10日から 13日にかけて、本格生産に先立つテスト生産を開始した。しかし、その矢先、 札業開本社

は 7月 11日夜、全国 20工場における加工乳等の製造を中止し、第三者機関による点検を行うと発表し

た。また、 7月 18日に至り、厚生省は、全国の 乳業開の乳処理工場に対して立入点検すると公表し:た。

結局、 I乳業側A工場が生産を再開したのは、第三者機関及び厚生省の点検を受けた後の8月7日と

なってしまった。

こうして、東京都における 事件は終息したが、夏季対策事業を計画に沿って実施しながら、

流動する状況に的確に対応することができたのは、現場に働く食品衛生監視員の危機管理意識の高

さによるものであった。
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